	委　任　状
代理人　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私は上記の者を代理人と定め、下記事項を委任します。
　　（委任項目にレ点を付けること）
· 農地法第　　条の規定による許可申請の提出に関すること
· 農地法第　　条の規定による許可申請の事情聴取及び現地調査に関すること
· 農地法第　　条の規定による許可指令書の受領に関すること
· 農地基本台帳登載証明書の交付に関すること
· 農地移動適正化あっせん事業に関すること
· その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　南部町農業委員会長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　　　委任者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　
　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　この委任状は、本人が自署したものに相違ありません。
※委任状は、代理人の情報欄も含め、すべて委任者本人が自筆で作成・記載すること
が原則です。ただし、手の不自由や病気などのやむを得ない事情がある場合は委任
者本人の意思にもとづいて代筆を依頼できます。
なお、代筆を依頼する場合は、代理人以外の第三者に依頼すること。


委任事項等について嘘や偽り等が発覚した場合は、刑法により罰せられる場合があります。

・私文書偽造等罪（刑法第159条）３月以上５年以下の拘禁刑、１年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

・偽造私文書等行使罪（刑法第161条）３月以上５年以下の拘禁刑、１年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
